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○基準及び運用・解説（案）の表記について

青字下線：H30.10.26技術小委員会時点の改定（案）

赤字下線：H30.10.26技術小委員会からの改定（案）



１．排水事業の目的と効果 1

＜ゼロメートル地帯を守る排水機場＞＜汎用化による畑作物（玉ねぎ）の生産＞
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（愛知県豊橋市・豊川市）

＜排水機場新設による湛水被害解消＞

（ha）

（北海道中富良野町）

○ 高収益作物への転換
○ 農作物の品質向上・収量増

○ 農用地の過剰な水を排除して、
農作物を湿害から守り、土地利用の
安定性の増大及び生産力の向上

○ 都市化や混住化が進行する農村地域におい
て、豪雨及び地震の発生等、災害リスクの高
まりに対応し、排水機能を改善して災害の未
然防止又は軽減を図る

○ 湛水被害等の災害防止
○ 防災・減災力の強化

目的

効果

（愛知県西部）
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２．計画基準「排水」の改定検討の内容

○ 排水事業に係る計画基準「排水」は平成18年の改定から10年以上が経過。
○ この間、平成28年8月閣議決定の「土地改良長期計画」において、「豊かで競争力ある農業」の観点から「高収益

作物への転換による所得の増加」、また、「強くてしなやかな農業・農村」の観点から「老朽化や災害リスクに対応
した農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化」が掲げられている。

○ また、同長期計画において、「農業水利施設の機能強化による災害リスクの低減」を推進し、豪雨や地震による災害
に強い農村社会の形成に寄与するため、排水機場や排水路の整備等を計画的かつ効率的に推進し、重要度の高い国営造
成施設を中心に耐震照査を実施し、将来の気候変動等の災害リスクも考慮した施設の在り方の検討に着手することとさ
れたところ。

○ このような動きに対応した排水対策となるよう、計画基準「排水」の改定が必要。

○本計画基準に関する主な農政の動向
・H26年 国土強靱化基本計画の策定
・H26年 インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定
・H27年 食料・農業・農村基本計画の改定
・老朽化に対応した農業水利施設の持続的な保全管理

「戦略的な保全管理」、「情報の蓄積」

・農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策
「農業水利施設の耐震化」、「洪水被害防止等の対策」

・H27年 農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）の改定
・H28年 土地改良長期計画の改定

農業生産の拡大・多様化による収益の増大
「野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への転換」

農村協働力を活かした地域資源の保全管理体制の強化
「多面的機能の維持・発揮」、「地域資源の保全管理体制の強化」

農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減
「戦略的な保全管理」、「リスク管理」、「施設情報の共有化」、
「新技術の開発・導入」

農業水利施設の機能強化による災害の低減
「耐震照査」、「気候変動等の災害リスクも考慮した施設の検討」

農村協働力を活かした防災・減災力の強化
「防災・減災活動等のソフト対策の推進」、
「農地や農業水利施設等が有する減災機能の活用」

○検討項目

施策6

施策10

施策11

施策12
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【農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応
した計画の策定】
野菜等高収益作物の作付の推進や、豪雨等に対応するため、

計画策定（計画排水量など）に当たり検討すべき事項について
記載。

【農業水利施設の戦略的な保全管理の実施】
施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的

な保全管理を推進することについて記載。

【ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災
対策】
農業水利施設の浸水被害軽減対策や耐震対策、ＢＣＰ策定等

のハード・ソフト対策について記載。

【技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施】
技術の進展等を踏まえた排水対策に係る新たな取組（ICTの導入

など）について記載。

施策1



３．計画基準の内容及び構成

○ 計画基準は、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づく土地改良事業計画の作成に当たり必要となる
調査計画手法の基本的事項を定めるもの。

＜構成＞
○ 計画基準は、基準書及び技術書から構成。
○ 基準書は、①基準本文（事務次官通知）②基準の運用（農村振興局長通知）③基準及び運用の解説（課長通知）
から構成

①基準本文
（事務次官通知）

計画に際し、遵守すべ
き普遍性、規範性の

高い事項

②基準の運用
（農村振興局長通知）

計画基準の具体的な
運用に当たって遵守

すべき内容

③基準及び運用の解説
（課長通知）

①、②で規定した事項
に対する解説

基準書

（課長通知）
基準書に記載されていない各種技術解説

技術書

○ 平成29年12月６日、食料・農業・農村政策審議会（農業農村振興整備部会）に基準改定を諮問。諮問された内容は同
部会の技術小委員会に付託され審議されているところ。

○ 諮問に対する答申の対象は、基準書（上記①～③）のうち「①基準本文」。
○ なお、技術書は、主として今回の基準改定で検討される事項を含め、最新技術の解説や具体的な取組事例を記載予定。

計画基準

3



４．主要な改定項目

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

○ 土地改良長期計画において、野菜等の高収益作物を中心とした営農体系への転換を促すため、水田における
畑作物の導入と品質向上・収量増を可能とする排水改良を推進するとともに、豪雨等による湛水被害を防止し、
災害に強い農村社会の形成に寄与するため、排水機場及び排水路の整備等を計画的かつ効率的に推進することが
位置付けられているところ。
また、将来の気候変動等の災害リスクも考慮した施設の在り方の検討にも着手することが必要。

課 題

○ 野菜等高収益作物の作付の推進及び豪雨等の自然災害リスクの高まりを踏まえ、事業計画の作成に当たり検討
すべき事項を基準書に記載。

検討の方向

4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

（回）

S51～60
174回/年

S61～H7
184回/年

H8～H17
223回/年

H18～H27
230回/年

1,
00
0地

点
当
た
り
の
観
測
回
数

（
時
間
降
⾬
50
m
m
以
上
）

＜豪雨の増加＞

平成28年台風第１１号・９号による湛水被害
（北海道北見市）

＜豪雨による被害＞

てんさい たまねぎ

平成27年関東・東北豪雨による排水機場の湛水被害
（茨城県下妻市）



４．主要な改定項目

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ 土地改良長期計画において、農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるため、財政の健全化
との両立にも留意しつつ、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推進する
ことが位置付けられているところ。

○ 現行基準には、排水施設の機能低下状況に応じた補修及び長寿命化に関する記載がないことから、効率的な
機能保全対策に関する記載を基準に追加することが必要。

課 題

○ 設計基準「ポンプ場」並びに農業水利施設の機能保全の手引き「開水路」及び「ポンプ場（ポンプ設備）」
を踏まえ、機能保全対策に関する記載を基準書に追加。

検討の方向
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出典：農林水産省 農業水利施設の機能保全の手引き

＜基幹的農業水利施設の老朽化状況＞ ＜ストックマネジメントのサイクル＞

（情報共有）

対策工事

補修

補強
更新

施設監視
機能保全計画
の策定

日常管理

機能診断

（施設監視）

データの蓄積

出典：農林水産省調べ
※基幹的農業水利施設（受益面積100ha以上の農業水利施設）
の資産価値（再建設費ベース）



４．主要な改定項目

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

○ 土地改良長期計画において、高まる自然災害リスクに備えるため、施設の耐震化等のハード対策及び農村協働力
を活かしたソフト対策を組み合わせることとされているところ。

○ 今後、農業水利施設の浸水被害軽減対策及び耐震対策並びに業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等のハード・ソフト
対策に関する記載を基準に追加することが必要。

課 題

○ 集中豪雨の増加による排水機場の浸水被害を軽減する対策を基準書に追加。
○ 大規模地震の発生に対応するため、耐震対策を基準書に追加。
○ 管理面において、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定及び田んぼダムの活用等、地域の防災力強化に繋がるソフト
対策に関する記載を基準書に追加。

検討の方向
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＜浸水被害の軽減対策＞

・開⼝部の⾼さを想定浸⽔位以上に設定し、建屋
の構造を鉄筋コンクリート造に変更

＜田んぼダムの活用＞

・排⽔⼝に排⽔管より⼩さな⽳の開いた調整板を設置し、
⽔の流出を抑制し、多くの⽥んぼで取り組むことで、⼤⾬
の時に⽔⽥内に⽔を貯留させ下流域の洪⽔被害を軽減

＜業務継続計画（ＢＣＰ）の策定＞

・農業⽔利施設の被災後、被害を最⼩限に留める
とともに、可能な限り短い期間で機能を回復

窓や排気ダクト等の開口部の
高さを想定浸水位以上に設定

建屋の構造を鉄筋コンクリート
構造に変更



＜次世代型水管理システムの研究開発＞

４．主要な改定項目

（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施

○ 土地改良事業の適正かつ効率的な施行に資することを目的とした基準について、技術の進展等に応じて、これ
まで適宜改定を行ってきたところ。

○ 現行基準は前回の改定から10年以上が経過しており、その間に排水施設に関する新たな技術が研究開発されて
いる状況を踏まえ、技術の活用に関する記載を基準に追加する必要。

課 題

○ 自然災害リスクの高まりに対応するための新たな取組（豪雨・地震時におけるため池の危険度及び被害予測を
リアルタイムで情報提供するシステム並びに次世代型水管理システム等）について基準書に追加。

検討の方向
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土石流

道路

ため池

溢水や氾濫
の範囲

避難所

学校

ため池

被害情報状況図

ため池防災支援システム

関係者への
情報提供

地方公共団体、ため池管理者
等の速やかな情報共有が可能

情報の活用

気象庁からの地震情報や降雨
情報を基に、下流域の被害予
測等をリアルタイムで実施

＜ため池防災支援システムの研究開発＞

・豪⾬・地震時におけるため池の危険度や周辺地域の被害予測を
リアルタイムで情報提供するシステムを研究開発中

既存の基幹システムの
遠方操作監視制御システム

ほ場から広域まで
シームレスな水管理

連携

・ほ場レベルと広域レベルの⽔管理を連携させて、シームレスに監視・制御する
ことにより、地区全体で適切に⽤排⽔を管理する農業⽔利システムを構築

排水機場

分水工
（支線）

排水路
循環ポンプ

ダム・水源 頭首工

中央水管理
センター



５．主要な改定内容（案）

出典：気候変動監視レポート（気象庁）
※太線（青）は5 年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）

※観測データの均質性が長期間継続している51観測地点を選出

長期間の降雨（1898～2017年） 確率雨量の経年変化（1948～2017年）

事業実施前の地域の状況 施設の整備

日降水量１mm以上の年間日数は減少傾向

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

○ 近年において年降水量は大きく変わっていないが、降水日数は減少する一方、大雨が降る日数は増加傾向。
○ 直近30年間の降雨資料から算定した10年確率日雨量の変動幅は増加傾向。

1970年代以降は年ごとの変動が比較的大きい

＜年降水量偏差＞

＜日降水量100mm以上の年間日数＞ ＜日降水量200mm以上の年間日数＞

日降水量100 mm 及び200 mm 以上の日数は、1901～2017 年の117 年間でともに増加傾向

＜日降水量1mm以上の年間日数＞
直近30年間の降雨資料による10年確率日雨量は、
1948～1977年の30年間によるものを１とすると1.04。
変動幅（標準偏差）は増加傾向

排水機場の受益面積が大きい愛知県の観測地点で
ある名古屋では、近年の降雨資料から算定した10年
確率日降雨量は増加傾向
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出典：農林水産省調べ ※全国は気候変動レポートと同じ51観測地点

＜10年確率日雨量の経年変化（名古屋）＞

＜10年確率日雨量の経年変化（全国）＞

８



５．主要な改定内容（案）

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

○ 野菜等高収益作物の作付の推進や、豪雨等の自然災害リスクの高まりを踏まえ、事業計画作成に当たり検討
すべき事項を基準書に記載。

◆基準「審議対象」

◇基準の運用

1．2 排水事業の目的（資料１－２ Ｐ10）
農業用の排水施設に係る事業（以下「排水事業」という。）は、農用地の過剰な水を排除し、農業生産性の

向上、農業生産の多様化及び農業構造の改善に資するとともに、気候変動等の影響により激甚化する豪雨
及び大規模地震の発生並びに農村地域の都市化及び混住化の進行等に起因したよる農用地及び農業用
施設への被害自然災害の発生を未然に防止し、又は軽減することによって、農業生産の維持及び農業経営
の安定を図り、併せて国土の保全に資することを目的とする。

1．2 排水事業の目的（資料１－２ Ｐ10）
農業用の排水施設に係る事業（以下「排水事業」という。）は、農用地の過剰な水を排除して、農作物を湿

害から守り、土地利用の安定性の増大及び農用地の生産力の向上を通じて、農業生産性の向上、農業生産
の多様化及び農業構造の改善を図ることを目的とする。

また、気候変動等の影響により激甚化するに起因する豪雨及び大規模地震の発生並びに農村地域の都
市化及び混住化の進行等の自然的・社会的状況の変化等に起因して、
① 農業用の排水施設の機能が低下することで災害のおそれが広域的に生じている地域において、その機

能を回復して災害の未然防止又は軽減を図ること、及び
② 農用地・農業用用排水施設等の機能が低下し、農用地がすることで排水不良になることにより、・農作物

の生育不良等の被害が発生している地域において、その機能を回復して被害を防止することにより、農業
生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せて国土の保全に資することを目的とする。
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５．主要な改定内容（案）

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

◇基準及び運用の解説

基準1.2及び運用1.2では、排水事業の目的について規定している。（資料１－２ Ｐ11）
（略）
①土地利用の安定性の増大及び高度化・汎用化
②農用地の生産力の向上
③農作業の労働環境の改善
④住民の生活環境の改善
⑤災害の未然防止又は軽減

《その他該当箇所》
2． 事業計画作成に当たっての留意事項（資料１－２ Ｐ27）
(109) ほ場整備計画との整合

ほ場整備と併せて排水事業を行う場合において、計画排水量の算定を求めるに当たっては、ほ場整備計
画における区画整理の工事計画及び畑作等を含む営農計画との整合を図ることが重要である。
3.4.1 主要工事計画の作成（資料１－２ Ｐ107）
その他、主要工事計画の作成に当たっての留意事項は以下のとおりである。

①近年、気候変動等の影響により激甚化するに起因する豪雨の発生増加、農村地域の都市化及び混住化
の進行並びに営農体系の変化等により、洪水時の流出形態が急速に変わりつつある。このためので、排水
水門、ポンプ場までの排水路、承水路、遊水池等を相互に整合させることが必要であり、施設の周辺環境と
の調和に配慮するとともに、施設設置による振動や騒音への対策についても検討を行う。
②～⑦（略）

10



５．主要な改定内容（案）

（１）農業生産の多様化や自然災害リスクの高まりに対応した計画の策定

○ 近年、豪雨の頻度及び強度が高まっているため、計画基準降雨を算定する際、地域における近年の降雨特性を
踏まえるよう基準書に記載。

○ 区域の集落や公共施設等の浸水が懸念される場合、20年から30年に1回の豪雨を対象とするよう基準書に記載。

◆基準「審議対象」

◇基準の運用

◇基準及び運用の解説

3．3．6 計画基準値（資料１－２ Ｐ86）
計画基準値は、受益区域内の排水計画の基礎条件として、計画基準内水位、計画基準降雨及び計画基準外水位を定め

るものとする。

2． 計画基準降雨（資料１－２ Ｐ90）
計画基準降雨とは、計画排水量の算定の根拠として採用する降雨のことである。（略）

計画基準降雨は、費用対効果の観点等から定まるものであるが、計画当初においては計画作成の手順を簡易にするため、
10年に1回程度の降雨規模としてよい。ただし、湛水防除を目的とする場合は、排水計画における集落及び公共施設の湛水
の程度に応じて、20年から30年に1回程度の降雨規模としてよい。

なお、降雨資料は、地域における気象観測資料を収集した上で、適当な期間の資料を用いるものとする。

2． 計画基準降雨（資料１－２ Ｐ91）
計画基準降雨を推定する場合の降雨資料は、最近年から遡った30年から以上50年程度が必要と考えられるが、計画の対象

とする降雨規模や地域における近年の降雨特性等を踏まえて検討することが望ましい。また、欠測値がある場合は近傍の資料
との相関を調査し推定する。農用地を対象とした排水計画の場合、大規模な河川改修のように既往最大又は50年から～100年
に1回程度の降雨規模をとることは費用対効果の面から得策ではなく、多くの場合20年に1回から～ 3回程度の降雨規模が経

済的に最適となることが多い。計画基準降雨は、費用対効果の観点等から定まるものであるが、計画当初においては計画作成
の手順を簡易にするため簡単化する意味で、10年に1回程度の降雨出水規模に対応するものを一応の目標としてよい。

ただし、湛水防除を目的とする場合の計画基準降雨は、20年に１回程度の降雨出水規模に対応するものを目標としてよい。さ
らにただし、20年に１回程度の降雨出水規模に対応した排水計画するものであっても、計画基準内水位は満足するが湛水が生
じる残る区域に集落が存在し、かつ公共施設の被害が解消されない場合は、30 年に１回程度の降雨出水規模に対応するもの
を目標としてよい。

11



５．主要な改定内容（案）

出典：個別施設計画に基づくインフラ長寿命化・施設の統廃合 事例集

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ 農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるためには、機能診断に基づいた適時・適切な補修・
補強を行えるよう、機能保全対策を実施することが重要である。

排水機場

（改修）

国営排水路

（改修）

国営排水路

（既設）

受益農地

（田）

受益農地

（畑）

市町村界

凡　　例

地区境界

地区全体の個別施設計画（機能保全計画）の概要

〇事業名：国営土地改良事業 尾張西部地区（S60～H８）
事業費：約387億円
受益面積：13,860ha（田9,610ha、畑4,250ha）
主要構造物：日光川河口排水機場 Q=150m3/s

尾西排水機場 Q=20m3/s、15m3/s
排水路L=4km

○機能診断結果（健全度評価）
排水機場、排水路 S-3

○計画
健全度に応じて段階的に補修・補強等
を実施

〇コスト縮減

・従来の対策と比べ機能保全コ
ストを約119億円（５割）縮減。

○施設の機能保全を図ることに
より、農地の湛水被害の防
止、食料の安定供給に貢献。

〇事業名：国営施設機能保全事業

（H27～38）
事業費：約80億円
受益面積：11,608ha（田8,389ha、

畑：3,219ha）
〇対策内容
・排水機場 補修２箇所

・排水路 改修0.1km
（付帯ゲート類の補修）

・排水管理施設 改修１式

長寿命化対策事業（実施中）

排水管理施設の
耐用年数超過による故障

ケーシング上部の
塗装剥離

従来シナリオ
（単純更新）

機
能
保
全
コ
ス
ト
（
（
億
円
）

検討対象期間(52年間)

ポンプ設備
更新時期

採用シナリオ
（長寿命化）

耐用年数
延命化

（約20年）

コ
ス
ト
縮
減

対策の効果

※健全度評価
変状が顕著に認められ

る状態

S-3

軸受の無給水化に
より補機設備を削
減し維持管理費用
を低減

FRP塗装により吐出
ﾎﾞｳﾙの耐久性を向上
させ、補修間隔を延
ばす

ポンプ設備の対策

1212

※機能保全コストとは、一定期間内において
その施設の機能を保全するために必要な
経費の総額をいう。
（比較にあたりコストは現在価値化する。）

※事業完了後（Ｈ39以降）、従来のシナリオ
（単純更新）と採用シナリオ（長寿命化）で
機能保全コストの差が生じる。

事業工期
（H27～38）



５．主要な改定内容（案）

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ ライフサイクルコストの低減を図るために必要な対策に関する記載を追加。

◆基準「審議対象」

◇基準の運用

1.3 事業計画作成の基本（資料１－２ Ｐ12）
事業計画の作成を効率的かつ効果的に行うため、あらかじめ必要な調査を行い、長期的な見通しの下、地域の自然条件

及び社会経済条件を考慮の上、基本構想を定め、環境との調和に配慮しつつ総合的な観点から十分な検討を行わなけれ
ばならない。

1.3 事業計画作成の基本（資料１－２ Ｐ12）
1.3.1 事業計画作成の基本

（略）この際、計画基準降雨を超過する想定を上回る降雨の場合に被害を軽減する観点及び施設のライフサイクルコストの低
減を図る観点が重要である。

◇基準及び運用の解説

基準1.3及び運用1.3では、事業計画作成の基本について規定している。（資料１－２ Ｐ15）

1． 事業計画作成の基本
（略）このうち、主要工事計画では、ライフサイクルコストの低減を図る機能保全対策及び浸水被害を軽減する対策を検討す
るとともに、維持管理計画では、長期にわたって排水施設の機能を維持するため、施設の長寿命化を図る保全管理を検討す
ることが重要である。

2． 事業計画作成に当たっての留意事項（資料１－２ Ｐ25）

(1) ～ (8) （略）
(9) 既存施設の機能診断結果等の把握
これまで整備された基幹的な施設は順次老朽化が進行し、耐用年数を迎える施設が増加していることから、主要工事計画

や維持管理計画の作成に当たり、これらの計画に関係する既存施設の機能診断結果や補修履歴等について把握する必要
がある。

13



５．主要な改定内容（案）

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ 設計基準「ポンプ場」等を踏まえ、排水施設の保全管理に関する記載を基準書に追加。
○ 集中豪雨の増加による排水機場の浸水被害を軽減する対策を基準書に追加。
○ 大規模地震の発生に対応するため、耐震対策を基準書に追加。

◆基準「審議対象」

◇基準の運用

3．4 主要工事計画（資料１－２ Ｐ106）
3．4．1 主要工事計画の作成

主要工事計画は、ライフサイクルコストの低減を図る機能保全対策及び耐震対策を考慮するととともに、定められた計画洪水時
排水量及び計画常時排水量を安全に排水できるよう、排水施設の配置及び構造等を定めるものとする。

3．4 主要工事計画（資料１－２ Ｐ106）
3．4．1 主要工事計画の作成

（略）なお、主要工事計画の作成に当たっては、計画基準降雨を超過し、定められた流量を超える洪水に対し、排水施設がどのよ
うに機能するかを確認するとともに、施設のライフサイクルコストの低減を図る機能保全対策を検討することも必要である。特に、
ポンプ設備の据付高さについては、洪水時の浸水によりポンプ運転に支障をきたさないように、機器の配置及び耐水性並びに建
屋の構造等についても考慮し決定する必要がある。また、排水施設の重要度に応じた耐震対策を行うことが必要である。

◇基準及び運用の解説

基準3.4及び運用3.4では、主要工事計画について規定している。（資料１－２ Ｐ107、 109 ）
①～④（略）
⑤ 水位が上昇してもポンプ設備が浸水しないよう、既往最高湛水位又は計画基準降雨時におけるポンプ無稼働状態での湛水

位に基づき設定する最高吸込水位を踏まえつつ、機器の配置及び耐水性並びに建屋の構造等についても考慮し、てポンプの
据付高さを決定する必要がある。さらに、想定し得る最大レベルの洪水、高潮、津波等により発生する水位についても検討し、こ
の水位が最高吸込水位を超える場合には、ポンプ設備の早期の機能回復及び浸水被害の軽減を可能とする対策を講じる必要
がある。

⑥ 排水施設の耐震設計は、施設の重要度に応じた地震動レベル（レベル１地震動、レベル２地震動）を考慮して、地震時にそれ
ぞれの施設が保持すべき耐震性能を確保できるように設計する。 14



５．主要な改定内容（案）

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施

○ 情報通信設備を活用した監視操作制御設備を基準書に追加。
○ 地震等に起因する停電を想定した予備発電設備を基準書に追加。

◆基準「審議対象」

3．4．4 ポンプ場（資料１－２ Ｐ126）
ポンプ場は、一連の排水系統において必要とされる機能を確保し、管理及び施工に関する条件を勘案して、

経済的な施設となるよう計画しなければならない。

◇基準の運用

3．4．4 ポンプ場（資料１－２ Ｐ136）
（略）
8． 監視操作制御設備及び電源設備

ポンプの運転方式は、安全かつ合理的・経済的なものとし、この運転方式に必要な監視操作制御設備を設
けるものとする。

電源設備は、ポンプ場の規模、立地条件、運転管理の容易性及び経済性を考慮して決定する。

15

＜監視操作制御設備の事例＞



５．主要な改定内容（案）

◇基準及び運用の解説

基準3.4.4及び運用3.4.4では、ポンプ場について規定している。
（略）

8． 監視操作制御設備及び電源設備（資料１－２ Ｐ137）
(1) 監視操作制御設備

ポンプの運転方式は、ポンプ場を設置する目的とその果たすべき機能について十分把握した上で、水管
理システム、ポンプ場諸設備の性能特性、運転条件等を総合的に検討し、安全かつ合理的・経済的なもの
とする。また、監視操作制御設備は、ポンプ設備及び附帯設備を監視、制御するものであり、必要に応じて、
監視操作機能、制御機能、運転支援機能、計測機能、安全確認機能を有するものとする。

なお、ポンプ場の運転管理を適正に行うためには、集水域の出水状況の把握が重要であることから、広範
な集水域を有する排水地区にあっては、必要に応じて、主要な排水路等において水位等の観測機器を設置
し、リアルタイムの情報収集に努める。

監視操作制御設備については、土地改良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」や関連する技術書等を参
照する。

(2) 電源設備
電源設備は、対象機器に動力電源の供給を行うもので、ポンプ設備及び附帯設備の安全確実な運転及び

機場の保守管理を考慮して構成、容量等を決定する。
洪水時排水ポンプ設備においては、出水時に商用電源が停電した場合にも運転管理できるよう、予備発

電設備の設置を検討する。
電源設備については、土地改良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」や関連する技術書等を参照する。

（２）農業水利施設の戦略的な保全管理の実施
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５．主要な改定内容（案）

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

○ ため池を活用し、大規模なハード対策を必要としない減災対策に取り組んでいる。

出典：農林水産省 ため池の洪水調節機能強化対策の手引き を基に作成

降雨予測等を基に事前に放流し、空き容量を確保

＜降雨前の事前放流による低水位管理＞

ソフト対策

＜期別毎の低水位管理＞

非かんがい期、かんがい期の期別毎に水位を設定して管理

＜洪水吐スリットの設置＞

水位管理を効率的に行う手法として、
洪水吐スリット（切り欠き）を設置

堤体や取水施設の改修を前提として
いないため、簡易に対策可能

簡易なハード対策

低水位管理状況（秋田県 大滝沢ため池）

低水位管理するための施設状況（事例）
（淡路市 宮池及び南あわじ市 高坂池）

17



５．主要な改定内容（案）

施設の整備（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

○ 徳島県では、南海トラフ巨大地震に備え、被災した際に早期復旧と早期営農再開が可能となるよう、BCPを
策定。

出典：農林水産省 農村振興プロセス事例集
18



５．主要な改定内容（案）

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

出典：農林水産省 農村振興プロセス事例集

19



５．主要な改定内容（案）

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策
（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施

○ 管理面において、業務継続計画（ＢＣＰ）策定及びため池の低水位管理等、地域の防災力強化に繋がるソフト
対策を基準書に追加。

○ 自然災害リスクの高まりに対応するための新たな取組（豪雨時における施設の危険度及び被害予測をリアルタ
イムで情報提供するシステム並びに次世代型水管理システム等）を基準書に追加。

◆基準「審議対象」

3．5 管理計画（資料１－２ Ｐ142）

管理計画は、排水施設の有する排水能力が十分に発揮できるよう、管理者、管理の内容、管理に要する費用、負担方法等の基本的事

項を定めた上で、管理運営の計画を作成するものとする。

◇基準の運用

3．5 管理計画（資料１－２ Ｐ144） （略）
3. 業務継続計画（BCP）

豪雨及び地震により施設が被災し、人員や情報等に制約のある状況下において、施設機能の継続及び早期回復を図る、業務継続計画
（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）の策定に努める。

4．既存施設等を活用した減災対策

災害に対する地域の防災・減災力を強化するため、既存施設等を活用した田んぼダムによる洪水調節及びため池等における低水位管
理等の減災対策を行うことが重要である。

5.新たな技術の活用
近年、情報通信技術の進展が著しいことから、現場での適用性等を考慮しつつ、新たな技術の導入を検討することが望ましい。

6.更新等に備えた各種データの把握
将来の排水施設の更新等に備え、受益区域内の各種データを把握することが望ましい。

7.管理に関する協議組織

また、受益区域内に非農用地が多く含まれる地区等にあっては、関係自治体等を含めた管理に関する協議組織等を設け、運転管理方
法及びや洪水時等の措置並びに費用負担について協議を行う必要がある。 20



５．主要な改定内容（案）

◇基準及び運用の解説

基準3.5及び運用3.5では、維持管理計画について規定している。（資料１－２ Ｐ145）
1～3 （略）
34. 業務継続計画（BCP）

地震及び豪雨及び地震が発生し、土地改良施設が被災した場合には、営農に支障を与えるだけでなく、地域住民の生命及び財産ひいて
は地域全体に被害が発生するおそれがある。業務継続計画は、地震及び豪雨及び地震が発生した場合、活用できる資源が制限された状
況で施設に関する被害の拡大を防ぎ、施設の機能回復のために優先すべき業務を特定し、業務継続に必要な措置を講ずることで適切な
業務執行を行うことを目的として整備するものである。

45.既存施設等を活用した減災対策

気象情報降雨予測等を基に排水路又はため池の貯留水を事前に放流し、降雨を貯留する低水位管理等減災対策が実施されている。ま
た、水田からの落水量を抑制し、豪雨時に水田へ雨水を貯留することで、下流域の農作物や宅地の被害を軽減することを目的とした「田ん
ぼダム」による洪水調節の取組を行っている地域もある。

56.新たな技術の活用

地震及び豪雨及び地震時等にため池等の農業水利施設の情報を収集し、施設の危険度及び周辺地域の被害予測をリアルタイムで情報
提供する技術並びに豪雨時等における情報通信を活用した施設の排水管理に関する技術等の新たな技術について、現場での適用性等を
考慮しつつ、導入を検討することが望ましい。また、気象及び水文状況をリアルタイムに把握し、その情報を国、都道府県、市町村及び土
地改良区等関係者間で共有することが望まれる。

67.更新等に備えた各種データの把握

将来、排水施設の更新等を行う際、適当な気象及び水文資料が得られるよう、受益区域内の降雨並びに幹支線水路の主要な地点にお
ける水位及び流量等を観測し、把握することが望ましい。

78.管理に関する協議組織

排水地区に非農用地が多く含まれる地区等にあっては、農用地の排水の他に非農用地部分の排水や環境等にも配慮する必要がある。
管理費用の負担に関する事項等を協議するために、関係自治体等を含めた協議組織を設けるとともに、地域全体の排水に関する住民の
理解を深め、地域全体の排水への協力体制並びに豪雨及び地震時の連絡体制を確立する必要がある。

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策
（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施
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６．パブリックコメントの結果と対応方針（案）

項目 意見の内容 対応方針（案）

1.2 排水事業の目的

（資料1-2 Ｐ10）
〇 改訂案で「豪雨及び地震等による」とある
のは「気候変動等に起因する豪雨や地震等
による」としておく方がよいのではないかと思
われた。（「豪雨」だけで気候変動という背景
を想起するのは少々困難であるので、中長
期についてもある程度見た事業がなされる
事を促進するためにも、気候変動という文言
は入れておくべきと思われた。（以上、原文
のまま）

〇 ご意見を踏まえ、以下のとおり
修正します。

【原文】
豪雨及び地震

【修正文】

気候変動等の影響により激甚化す
る豪雨及び大規模地震
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○ 平成30年11月19日～11月30日において、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」基準（案）につい
て、パブリックコメントを募集。

○ 当該パブリックコメントについて、１件の意見が提出された。当該意見については、技術小委員会で
の審議を経て、パブリックコメントの結果として、意見の内容及び対応方針を公示する予定。



７．前回の技術小委員会における主な指摘事項と対応方針（案）

項目 指摘事項 対応方針（案）

① 洪水発生の要因のひと
つとして、「都市化及び混
住化」を基準に記載して欲
しい （資料1-2 Ｐ10）

○ 基準の「排水事業の目的」において、
「豪雨及び地震等」と記載されているが、
「都市化及び混住化」が記載されていない。

洪水発生の要因として、「豪雨や地震」
の他、「都市化や混住化」の影響も大きい
ので、基準に記載して欲しい。

○ 「都市化及び混住化」を基準に
も記載。
（基準1.2排水事業の目的）

② 基準の運用の「排水事
業の目的」の文章が読み
づらい （資料1-2 Ｐ10）

○ 基準の運用の「排水事業の目的」の文
章が非常に長く、読みづらさを感じる。

○ 読みやすくなるように修正。
（基準の運用1.2排水事業の目的）

③ 調査のプロセスにおい
て、施設の機能診断に関
する記載が必要ではない
か （資料1-2 Ｐ25・Ｐ51）

○ 主要工事計画において施設のライフサ
イクルコストの低減を図る機能保全対策の
検討が必要と記載しているので、調査のプ
ロセスにおいて、施設の機能診断を行うこ
とが必要ではないか。

○ 対象地域の排水施設の老朽度合が重
要である。特に、更新事業では既存施設
の老朽度合を評価することが必要である。

○ 第１章総論及び第２章調査に既
存施設の機能診断結果等を把握
することについて記載。
（基準及び運用の解説1.3.2事業
計画作成に当たっての留意事項
及び2.3.3水利状況）

④ 確率年の考え方を基準
の運用にも記載して欲しい
（資料1-2 Ｐ90）

○ リターンピリオド（確率年）について、10
年にとらわれずに20年から30年としてもよ
いとするのであれば、基準の解説のみな
らず、基準の運用にも記載して欲しい。

○ 確率年の考え方を基準の運用
にも記載。
（基準の運用3.3.6.2計画基準降
雨）
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項目 指摘事項 対応方針（案）

⑤ ポンプ場の整備計画にお
いて、流入量の把握や情報
通信設備の設置について考
慮して欲しい
（資料1-2 Ｐ136～139）

○ テレメーターがついていないポンプ場
が多いが、地域の排水を適切に行うには、
ポンプ場の管理者が地域への流入量を
把握することが出来るようにすべき。

○ 今後、情報通信の分野が格段に進歩
する。これからの時代を考えると、情報通
信設備という項目があっても良い。ポン
プ場にとって必須の設備になる。

○ 「監視操作制御設備及び電源
設備」を主要工事計画のポンプ場
に追加。
（基準の運用、基準及び運用の解
説3.4.4.8監視操作制御設備及び
電源設備）

⑥ ポンプ場の整備計画にお
いて、停電対策について考
慮して欲しい
（資料1-2 Ｐ136～139）

○ 北海道の地震のときに、長期間にわ
たる停電が発生した。停電時においては
ポンプを動かせないため、今後の検討に
当たって配慮いただきたい。

⑦ 減災対策における低水位
管理において、排水路の記
載がない
（資料1-2 Ｐ145）

○ 減災対策における低水位管理におい
て、ため池のみならず、排水路を記載す
ることが必要だと思う。

例えば、筑後川には低平農地域があり、
非常に広大な排水路網での事前放流は、
減災に大きな効果を果たす。

○ 減災対策の解説において、ため
池の前に排水路を追加。
（基準及び運用の解説3.5.4既存
施設を活用した減災対策）

⑧ 次世代型水管理システム
は常時排水での活用が見込
まれる（現時点では、豪雨時
における活用は困難）
（資料1-2 Ｐ145）

○ いわゆる次世代型水管理システムに
ついては、水を配る水利システムと常時
排水システムが連携すると非常に効果
的なシステムが構築できる。常時排水に
こそ活用して欲しい。

○ 記載文章から「豪雨時等におけ
る」を削除。
（基準及び運用の解説3.5.5新たな
技術の活用）
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＜平成29年度＞
12月６日 農業農村振興整備部会（諮問）

（技術小委員会へ付託）
２月22日 技術小委員会（１回目審議）

＜平成30年度＞
10月26日 技術小委員会 （２回目審議）
11月19日～11月30日 パブリックコメント
２月22日 技術小委員会 （３回目審議）
３月 農業農村振興整備部会（審議結果の報告・大臣への答申を予定）

＜翌年度＞
審議結果（答申）を踏まえ、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」を改定

８．今後のスケジュール（案）

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会における審議の後、平成30年度内に同部会に
審議結果を報告し、同部会から大臣に答申していただく予定。

○ 審議結果（答申）を踏まえ、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」を改定。
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